
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平成２７年度から始まる「子ども・子育て支援新制度」における利用者負担は、現行の幼稚園・

保育所の利用者負担の水準を基に国が定める基準（以下、国基準という。）を限度として、実施主体であ

る市町村が世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされている。市で決定する利用者負

担は、児童の保護者が幼稚園・保育所等を利用する際の重要な判断材料となることから、幼稚園の入園

手続が開始される（例年１０－１１月）前までに決定する必要がある。 

 

※ 市が定める利用者負担 

○特定教育・保育施設 

 ①認定こども園 

 ②幼稚園 

 ③保育所 

 

○特定地域型保育事業 

 ④家庭的保育事業 

 ⑤小規模保育事業 

 ⑥居宅訪問型保育事業 

 ⑦事業所内保育事業 

 

※①、③～⑦の保育料については、保護者の就労時間により保育標準時間と保育短時間の 2 種類を決定す

ることになるが、基本となる③の保育標準時間の保育料を決めたうえで、保育短時間の保育料及び特定

地域型保育事業の保育料、幼稚園の保育料について検討する。 

 

 

    利用者負担の国基準は、現行の利用者負担の水準を基本として、以下の点を考慮して設定された。 

 ・教育標準時間認定（１号給付）の利用者負担（幼稚園保育料）は、現行の幼稚園就園奨励費を考慮 

 ・保育認定（２・３号給付）の利用者負担（保育所保育料）は、現行の保育所運営費による保育料設定

を考慮（保育標準時間・保育短時間の 2つの区分で基準を設定） 

 

 また、国基準の変更点としては、 

  ア 階層区分の決定方法を、所得税額から市町村民税額へ変更 

  イ 基準となる税額を、年少扶養控除廃止前から廃止後の税額で設定（各階層の上限額を年少扶養２

人分程度引き上げている） 

  ウ 国３階層該当の範囲の拡大（上位である４階層だった人から、下位の３階層となる人が増加） 

  エ 保育標準時間・保育短時間の 2区分の設定 

 

 （影響） 

  ・国２・３階層については、保育料を算出するにあたり基準としていた税年度が前々年度から前年度

となるため、直近の所得に応じた保育料となる。 

  ・年少扶養１人の世帯は、階層区分が下位へ変更となる場合がある。 

  ・年少扶養３人以上の世帯は、階層区分が上位へ変更となる場合がある。 

 

 
 

①国基準の変更に伴う本市の保育料基準表 

 ・国の示した階層区分に基づき本市の基準表を設定 

 ・所得税額で設定されている市階層を市民税額による設定に変更 

 ・これまで同様、保護者の負担軽減を図るため、国階層を細分化した市階層を設定 

 

②国の軽減項目と市独自軽減項目の相違点（階層区分、最高額、同時入所軽減、第３子軽減など） 

  ○現行の保育所保育料の軽減 ※色付は青森市独自 

軽減項目 国徴収基準 市（青森地区） 市（浪岡地区） 

1 低所得者（母子・障がい世帯）軽減 ○ ○ - 

2 同時入所軽減（２人入所の１人目） - ○30%引 - 

3 同時入所軽減（２人入所の２人目） ○半額 ○半額 ○半額 

4 同時入所軽減（３人入所の１人目） - ○無料 - 

5 同時入所軽減（３人入所の２人目） ○半額 ○65%引 ○半額 

6 同時入所軽減（３人入所の３人目） ○無料 ○無料 ○無料 

7 同時入所軽減（４人以上入所１人目） - ○無料 - 

8 同時入所軽減（４人以上入所２人目） ○半額 ○無料 ○半額 

9 同時入所軽減（４人以上入所３人目以降） ○無料 ○無料 ○無料 

10 第３子軽減 - ○ ○ 

11 最高額の設定 104,000 円 50,000 円 36,000 円 

12 階層区分 8 階層 
22 階層 

（18 階層） 

22 階層 

（14階層） 

13 みなし寡婦控除 - ○ ○ 

    

  新制度における保育所保育料設定については、軽減実施を縮小することは、市民の不利益 

  となることから、より多くの軽減を実施している青森地区の軽減項目を基準に実施 

 

③１市２制度の解消 

  本市の保育所保育料は、青森地区、浪岡地区で異なる保育料で運用   

 （影響） 税の負担が統一されており、保育という同一のサービスに対して地域によって 

      利用者負担が異なっているのは不公平 

 （結論） １市２制度を解消し、１つの料金体系としたい。 

 

 

  上記①②③、さらには、他市との保育料における軽減率を考慮し、平成２７年度からの 

 保育料は、青森地区の料金及び軽減項目を全児童に適用する方向としたい。 

  その場合、浪岡地区においては、国基準の変更による保育料増加者に加え、保育料金表 

 自体が高額に設定されることにより、負担増が発生することから、緩和策として、４ページ 

 のとおり、浪岡地区は５年間で統一した料金体系とする経過措置をとることとしたい。 

 

１１１１    概要概要概要概要    

2222    国国国国のののの保育料基準保育料基準保育料基準保育料基準    

３３３３    本市本市本市本市のののの保育料設定保育料設定保育料設定保育料設定のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて    

 

次へ 

資料１ 



国の保育料基準



階層区分 推定年収 現行の保育料

①生活保護世帯 － ０円

②市町村民税
非課税世帯

（市町村民税所得
割非課税世帯含
む）

～270万円 ９，１００円

③市町村民税
所得割課税額
77,100円以下

～360万円 １６，１００円

④市町村民税
所得割課税額
211,200円以下

～680万円 ２０，５００円

⑤市町村民税
所得割課税額
211,201円以上

680万円～
２５，７００円

階層区分 利用者負担

①生活保護世帯 ０円

②市町村民税
非課税世帯

（市町村民税所得
割非課税世帯含
む）

９，１００円

③市町村民税
所得割課税額
77,100円以下

１６，１００円

④市町村民税
所得割課税額
211,200円以下

２０，５００円

⑤市町村民税
所得割課税額
211,201円以上

２５，７００円

・現行の利用者負担の水準を基本。

※ここでお示ししている利用者負担のイメージは、国庫負担金（都道府県負担金）の精算
基準としての位置付け（最終的な利用者負担はこの基準を上限として市町村が設定）

教育標準時間認定教育標準時間認定教育標準時間認定教育標準時間認定をををを受受受受けたけたけたけた子子子子どものどものどものどもの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担（（（（月額月額月額月額））））

※ ②～⑤：第１階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が右の
区分に該当する世帯

※ 幼稚園年少から小学校３年までの範囲において、最年長の子ど
もから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とす
る。

※ 「推定年収」は夫婦（片働き）と子供２人世帯の場合のおおま
かな目安（年少扶養控除等が廃止された現在の制度による推定）

※ 現行の保育料：実際の保育料等の全国平均値から幼稚園就園奨
励費補助の単価を差し引いたもの。

※ ①～⑤：現行の階層区分を基本として市町村民税額を基に階層
区分を設定。

※ ただし、給付単価を限度とする。
※ 幼稚園年少から小学校３年までの範囲において、最年長の子ど

もから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とす
る。

※ なお、現在、市町村が定める利用者負担額よりも低い保育料を
設定している幼稚園については、新制度への円滑な移行の観点
から、一定の要件の下で経過措置を講ずる



階層区分 推定年収
現行の

費用徴収基準

①生活保護世帯 － ０円

②市町村民税
非課税世帯

～260万円 ６，０００円

③市町村民税
課税世帯

～330万円 １６，５００円

④所得税額
40,000円未満

～470万円 ２７，０００円

⑤所得税額
103,000円未満

～640万円 ４１，５００円

⑥所得税額
413,000円未満

～930万円 ５８，０００円

⑦所得税額
734,000円未満

～1130万円 ７７，０００円

⑧所得税額
734,000円以上

1130万円～ １０１，０００円

階層区分
利用者負担

保育標準時間 保育短時間

①生活保護世帯 ０円 ０円

②市町村民税
非課税世帯

６，０００円 ６，０００円

③所得割課税額

48,600円未満
１６，５００円 １６，３００円

④所得割課税額
97,000円未満

２７，０００円 ２６，６００円

⑤所得割課税額
169,000円未満

４１，５００円 ４０，９００円

⑥所得割課税額
301,000円未満

５８，０００円 ５７，１００円

⑦所得割課税額
397,000円未満

７７，０００円 ７５，８００円

⑧所得割課税額
397,000円以上

１０１，０００円 ９９，４００円

・保育標準時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本、保育短時間認定を受けた子どもは、「０．７兆円の範囲で実施す
る事項」の整理に従い、保育標準時間認定を受けた子どもの▲１．７％を基本に設定

※ここでお示ししている利用者負担のイメージは、国庫負担金（都道府県負担金）の精算基準としての
位置付け（最終的な利用者負担はこの基準を上限として市町村が設定）

保育認定保育認定保育認定保育認定をををを受受受受けたけたけたけた子子子子どもどもどもども（（（（満満満満３３３３歳以上歳以上歳以上歳以上））））のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担（（（（月額月額月額月額））））

②～③：前年度分の市町村民税の区分が各区分に該当する世帯
④～⑧：前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額が各区分に該当す

る世帯
※ 小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年

長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とす
る。

※ 「推定年収」は夫婦（妻はパートタイム労働程度を想定（所得税が非課
税となる程度の収入））と子供２人世帯の場合のおおまかな目安（廃止前
の年少扶養控除を反映した額）

※ ただし、保育単価を限度とする。

※ ①～⑧：現行の階層区分を基本として市町村民税額を基に階層区分を設
定。

※ 満３歳に到達した日の属する年度中の利用者負担額は、満３歳未満の利
用者負担額（次頁参照）を適用する。

※ 小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年
長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とす
る。

※ ただし、給付単価を限度とする。



階層区分 推定年収
現行の

費用徴収基準

①生活保護世帯 － ０円

②市町村民
税非課税世帯

～260万円 ９，０００円

③市町村民
税課税世帯

～330万円 １９，５００円

④所得税額
40,000円未満

～470万円 ３０，０００円

⑤所得税額
103,000円未満

～640万円 ４４，５００円

⑥所得税額
413,000円未満

～930万円 ６１，０００円

⑦所得税額
734,000円未満

～1130万円 ８０，０００円

⑧所得税額
734,000円以上

1130万円～ １０４，０００円

階層区分
利用者負担

保育標準時間 保育短時間

①生活保護世帯 ０円 ０円

②市町村民税
非課税世帯

９，０００円 ９，０００円

③所得割課税額

48,600円未満
１９，５００円 １９，３００円

④所得割課税額
97,000円未満

３０，０００円 ２９，６００円

⑤所得割課税額
169,000円未満

４４，５００円 ４３，９００円

⑥所得割課税額
301,000円未満

６１，０００円 ６０，１００円

⑦所得割課税額
397,000円未満

８０，０００円 ７８，８００円

⑧所得割課税額
397,000円以上

１０４，０００円 １０２，４００円

・保育標準時間認定を受けた子どもは現行の利用者負担の水準を基本、保育短時間認定を受けた子どもは、「０．７兆円の範囲で実施する
事項」の整理に従い、保育標準時間認定を受けた子どもの▲１．７％を基本に設定

※ここでお示ししている利用者負担のイメージは、国庫負担金（都道府県負担金）の精算基準としての
位置付け（最終的な利用者負担はこの基準を上限として市町村が設定）

保育認定保育認定保育認定保育認定をををを受受受受けたけたけたけた子子子子どもどもどもども（（（（満満満満３３３３歳未満歳未満歳未満歳未満））））のののの利用者負担利用者負担利用者負担利用者負担（（（（月額月額月額月額））））

②～③：前年度分の市町村民税が各区分に該当する世帯
④～⑧：前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額が各区分に該当す

る世帯
※ 小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年

長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とす
る。

※ 「推定年収」は夫婦（妻はパートタイム労働程度を想定（所得税が非課
税となる程度の収入））と子供２人世帯の場合のおおまかな目安（廃止前
の年少扶養控除を反映した額）

※ ただし、保育単価を限度とする。

※ ①～⑧：現行の階層区分を基本として市町村民税額を基に階層区分を設
定。

※ 小学校就学前の範囲において、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年
長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とす
る。

※ ただし、給付単価を限度とする。



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
現行の保育料金 

  

単位：円

階層 ０歳児
１歳児

２歳児
３歳児

４歳

以上児

Ａ  0 0 0 0

Ｂ  7,740 7,740 6,000 6,000

Ｃ 1 15,500 15,500 12,500 12,500

Ｃ 2 17,500 17,500 14,500 14,500

Ｃ 3 17,500 17,500 16,500 16,500

Ｄ 1 21,250 21,250 18,250 18,250

Ｄ 2 23,000 23,000 20,000 20,000

Ｄ 3 24,750 24,750 21,750 21,750

Ｄ 4 24,750 24,750 21,750 21,750

Ｄ 5 26,500 26,500 23,500 23,500

Ｄ 6 28,250 28,250 25,250 25,250

Ｄ 7 28,250 28,250 25,250 25,250

Ｄ 8 28,250 28,250 27,000 27,000

Ｄ 9 35,000 35,000 34,350 28,090

Ｄ10 35,800 35,800 34,350 28,090

Ｄ11 38,700 38,700 34,350 28,090

Ｄ12 41,600 41,600 34,350 28,090

Ｄ13 41,600 41,600 34,350 28,090

Ｄ14 41,600 41,600 34,350 28,090

Ｄ15 50,000 50,000 34,350 28,090

Ｄ16 50,000 50,000 34,350 28,090

Ｄ17-1 50,000 50,000 34,350 28,090

Ｄ17-2 50,000 50,000 34,350 28,090

▽ひとり親、障害者等の世帯軽減適用 単位：円

階層 ０歳児
１歳児

２歳児
３歳児

４歳

以上児

Ｂ 0 0 0 0 0

Ｃ11 14,500 14,500 11,500 11,500

Ｃ21 16,500 16,500 13,500 13,500

Ｃ31 16,500 16,500 15,500 15,500

青森地区料金表

定義（父母等の税額の合計※1）

生活保護受給世帯等

所得税・市民税ともに非課税

所得税非課税かつ市民税均等割のみ課税

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円未満

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円以上

所得税  4,000円未満

所得税  4,000円～  6,999円

所得税  7,000円～ 12,999円

所得税 13,000円～ 14,999円

所得税 50,000円～ 62,999円

所得税 15,000円～ 23,999円

所得税 24,000円～ 24,999円

所得税 25,000円～ 31,999円

所得税 32,000円～ 39,999円

所得税 40,000円～ 49,999円

所得税 63,000円～ 74,999円

所得税 75,000円～ 81,999円

所得税 82,000円～ 87,999円

所得税 88,000円～102,999円

所得税103,000円～152,999円

所得税153,000円～412,999円

所得税413,000円～733,999円

所得税734,000円以上

定義（父母等の税額の合計※1）

所得税・市民税ともに非課税

所得税非課税かつ市民税均等割のみ課税

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円未満

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円以上

 

   

単位：円

階層 ０歳児
１歳児

２歳児
３歳児

４歳

以上児

Ａ  0 0 0 0

Ｂ  6,000 6,000 3,000 3,000

Ｃ 1 10,000 10,000 7,000 7,000

Ｃ 2 15,000 15,000 12,000 12,000

Ｃ 3 15,000 15,000 12,000 12,000

Ｄ 1 18,000 18,000 15,000 15,000

Ｄ 2 18,000 18,000 15,000 15,000

Ｄ 3 21,000 21,000 18,000 18,000

Ｄ 4 24,000 24,000 21,000 21,000

Ｄ 5 24,000 24,000 21,000 21,000

Ｄ 6 24,000 24,000 21,000 21,000

Ｄ 7 27,000 27,000 24,000 24,000

Ｄ 8 27,000 27,000 24,000 24,000

Ｄ 9 30,000 30,000 27,000 27,000

Ｄ10 30,000 30,000 27,000 27,000

Ｄ11 32,000 32,000 29,000 29,000

Ｄ12 32,000 32,000 29,000 29,000

Ｄ13 34,000 34,000 31,000 31,000

Ｄ14 34,000 34,000 31,000 31,000

Ｄ15 36,000 36,000 33,000 33,000

Ｄ16 36,000 36,000 33,000 33,000

Ｄ17-1 36,000 36,000 33,000 33,000

Ｄ17-2 36,000 36,000 33,000 33,000

▽ひとり親、障害者等の世帯軽減適用 単位：円

階層 ０歳児
１歳児

２歳児
３歳児

４歳

以上児

Ｂ 0 0 0 0 0

Ｃ11 10,000 10,000 7,000 7,000

Ｃ21 15,000 15,000 12,000 12,000

Ｃ31 15,000 15,000 12,000 12,000所得税非課税かつ市民税所得割11,500円以上

浪岡地区料金表

定義（父母等の税額の合計※1）

所得税・市民税ともに非課税

所得税非課税かつ市民税均等割のみ課税

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円未満

所得税103,000円～152,999円

所得税153,000円～412,999円

所得税413,000円～733,999円

所得税734,000円以上

所得税 63,000円～ 74,999円

所得税 75,000円～ 81,999円

所得税 82,000円～ 87,999円

所得税 88,000円～102,999円

所得税 25,000円～ 31,999円

所得税 32,000円～ 39,999円

所得税 40,000円～ 49,999円

所得税 50,000円～ 62,999円

所得税  7,000円～ 12,999円

所得税 13,000円～ 14,999円

所得税 15,000円～ 23,999円

所得税 24,000円～ 24,999円

定義（父母等の税額の合計※1）

生活保護受給世帯等

所得税・市民税ともに非課税

所得税非課税かつ市民税均等割のみ課税

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円未満

所得税非課税かつ市民税所得割11,500円以上

所得税  4,000円～  6,999円

所得税  4,000円未満

 

Ｈ２６青森地区と浪岡地区月額保育料金の差額 

 

                                                   （円） 

国階層 市階層 定義 推定年収 ０歳 １-２歳 ３歳 ４歳以上 

1 Ａ 生活保護受給世帯等 － 0 0 0 0 

2 Ｂ 市民税非課税世帯 ~260万円 1,740 1,740 3,000 3,000 

Ｃ01 市民税均等割のみ課税 ~270万円 5,500 5,500 5,500 5,500 

Ｃ02 市民税所得割  24,300円 未満 ~300万円 2,500 2,500 2,500 2,500 3 

Ｃ03 市民税所得割  24,300円～  48,599円 ~330万円 2,500 2,500 4,500 4,500 

Ｄ01 市民税所得割  48,600円～  53,499円 ~363万円 3,250 3,250 3,250 3,250 

Ｄ02 市民税所得割  53,500円～  57,099円 ~373万円 5,000 5,000 5,000 5,000 

Ｄ03 市民税所得割  57,100円～  64,399円 ~391万円 3,750 3,750 3,750 3,750 

Ｄ04 市民税所得割  64,400円～  66,799円 ~397万円 750 750 750 750 

Ｄ05 市民税所得割  66,800円～  77,699円 ~424万円 2,500 2,500 2,500 2,500 

Ｄ06 市民税所得割  77,700円～  78,899円 ~427万円 4,250 4,250 4,250 4,250 

Ｄ07 市民税所得割  78,900円～  87,399円 ~448万円 1,250 1,250 1,250 1,250 

4 

Ｄ08 市民税所得割  87,400円～  96,999円 ~470万円 1,250 1,250 3,000 3,000 

Ｄ09 市民税所得割  97,000円～ 108,499円 ~508万円 5,000 5,000 7,350 1,090 

Ｄ10 市民税所得割 108,500円～ 123,299円 ~538万円 5,800 5,800 7,350 1,090 

Ｄ11 市民税所得割 123,300円～ 136,999円 ~568万円 6,700 6,700 5,350 ▲910 

Ｄ12 市民税所得割 137,000円～ 144,999円 ~587万円 9,600 9,600 5,350 ▲910 

Ｄ13 市民税所得割 145,000円～ 151,899円 ~602万円 7,600 7,600 3,350 ▲2,910 

5 

Ｄ14 市民税所得割 151,900円～ 168,999円 ~640万円 7,600 7,600 3,350 ▲2,910 

Ｄ15 市民税所得割 169,000円～ 190,299円 ~708万円 14,000 14,000 1,350 ▲4,910 
6 

Ｄ16 市民税所得割 190,300円～ 300,999円 ~930万円 14,000 14,000 1,350 ▲4,910 

7 Ｄ17 市民税所得割 301,000円～ 396,999円 ~1,130万円 14,000 14,000 1,350 ▲4,910 

8 Ｄ172 市民税所得割 397,000円 以上 1,130万円~ 14,000 14,000 1,350 ▲4,910 

 

ひとり親、障がい者等の世帯                                 （円）                                                  

国階層 市階層 定義 推定年収 ０歳 １-２歳 ３歳 ４歳以上 

2 Ｂ0 市民税非課税世帯 ~260万円 0 0 0 0 

Ｃ11 市民税均等割のみ課税 ~270万円 4,500 4,500 4,500 4,500 

Ｃ21 市民税所得割  24,300円 未満 ~300万円 1,500 1,500 1,500 1,500 3 

Ｃ31 市民税所得割  24,300円～  48,599円 ~330万円 1,500 1,500 4,500 4,500 

 

 



統一料金統一料金統一料金統一料金としたとしたとしたとした場合場合場合場合のののの浪岡地区保育料経過措置浪岡地区保育料経過措置浪岡地区保育料経過措置浪岡地区保育料経過措置（（（（案案案案））））
H26年度 （円） H27年度 （円） H28年度 （円） H29年度 （円） H30年度 （円） H31年度 （円）

階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上

Ａ 0 0 0 0 Ａ 0 0 0 0 Ａ 0 0 0 0 Ａ 0 0 0 0 Ａ 0 0 0 0 Ａ 0 0 0 0

6,000 6,000 3,000 3,000 6,350 6,350 3,600 3,600 6,700 6,700 4,200 4,200 7,050 7,050 4,800 4,800 7,400 7,400 5,400 5,400 7,740 7,740 6,000 6,000

10,000 10,000 7,000 7,000 11,100 11,100 10,500 10,500 12,200 12,200 11,000 11,000 13,300 13,300 11,500 11,500 14,400 14,400 12,000 12,000 15,500 15,500 12,500 12,500

15,000 15,000 12,000 12,000 15,500 15,500 12,500 12,500 16,000 16,000 13,000 13,000 16,500 16,500 13,500 13,500 17,000 17,000 14,000 14,000 17,500 17,500 14,500 14,500

15,000 15,000 12,000 12,000 15,500 15,500 12,900 12,900 16,000 16,000 13,800 13,800 16,500 16,500 14,700 14,700 17,000 17,000 15,600 15,600 17,500 17,500 16,500 16,500

18,000 18,000 15,000 15,000 18,650 18,650 15,650 15,650 19,300 19,300 16,300 16,300 19,950 19,950 16,950 16,950 20,600 20,600 17,600 17,600 21,250 21,250 18,250 18,250

18,000 18,000 15,000 15,000 19,000 19,000 16,000 16,000 20,000 20,000 17,000 17,000 21,000 21,000 18,000 18,000 22,000 22,000 19,000 19,000 23,000 23,000 20,000 20,000

21,000 21,000 18,000 18,000 21,750 21,750 18,750 18,750 22,500 22,500 19,500 19,500 23,250 23,250 20,250 20,250 24,000 24,000 21,000 21,000 24,750 24,750 21,750 21,750

24,000 24,000 21,000 21,000 24,150 24,150 21,150 21,150 24,300 24,300 21,300 21,300 24,450 24,450 21,450 21,450 24,600 24,600 21,600 21,600 24,750 24,750 21,750 21,750

24,000 24,000 21,000 21,000 24,500 24,500 21,500 21,500 25,000 25,000 22,000 22,000 25,500 25,500 22,500 22,500 26,000 26,000 23,000 23,000 26,500 26,500 23,500 23,500

24,000 24,000 21,000 21,000 24,850 24,850 21,850 21,850 25,700 25,700 22,700 22,700 26,550 26,550 23,550 23,550 27,400 27,400 24,400 24,400 28,250 28,250 25,250 25,250

27,000 27,000 24,000 24,000 27,250 27,250 24,250 24,250 27,500 27,500 24,500 24,500 27,750 27,750 24,750 24,750 28,000 28,000 25,000 25,000 28,250 28,250 25,250 25,250

27,000 27,000 24,000 24,000 27,250 27,250 24,600 24,600 27,500 27,500 25,200 25,200 27,750 27,750 25,800 25,800 28,000 28,000 26,400 26,400 28,250 28,250 27,000 27,000

30,000 30,000 27,000 27,000 31,000 31,000 28,470 27,220 32,000 32,000 29,940 27,440 33,000 33,000 31,410 27,660 34,000 34,000 32,880 27,880 35,000 35,000 34,350 28,090

30,000 30,000 27,000 27,000 31,160 31,160 28,470 27,220 32,320 32,320 29,940 27,440 33,480 33,480 31,410 27,660 34,640 34,640 32,880 27,880 35,800 35,800 34,350 28,090

32,000 32,000 29,000 29,000 33,340 33,340 30,070 28,090 34,680 34,680 31,140 28,090 36,020 36,020 32,210 28,090 37,360 37,360 33,280 28,090 38,700 38,700 34,350 28,090

32,000 32,000 29,000 29,000 33,920 33,920 30,070 28,090 35,840 35,840 31,140 28,090 37,760 37,760 32,210 28,090 39,680 39,680 33,280 28,090 41,600 41,600 34,350 28,090

34,000 34,000 31,000 31,000 35,520 35,520 31,670 28,090 37,040 37,040 32,340 28,090 38,560 38,560 33,010 28,090 40,080 40,080 33,680 28,090 41,600 41,600 34,350 28,090

34,000 34,000 31,000 31,000 35,520 35,520 31,670 28,090 37,040 37,040 32,340 28,090 38,560 38,560 33,010 28,090 40,080 40,080 33,680 28,090 41,600 41,600 34,350 28,090

36,000 36,000 33,000 33,000 38,800 38,800 33,270 28,090 41,600 41,600 33,540 28,090 44,400 44,400 33,810 28,090 47,200 47,200 34,080 28,090 50,000 50,000 34,350 28,090

36,000 36,000 33,000 33,000 38,800 38,800 33,270 28,090 41,600 41,600 33,540 28,090 44,400 44,400 33,810 28,090 47,200 47,200 34,080 28,090 50,000 50,000 34,350 28,090

36,000 36,000 33,000 33,000 38,800 38,800 33,270 28,090 41,600 41,600 33,540 28,090 44,400 44,400 33,810 28,090 47,200 47,200 34,080 28,090 50,000 50,000 34,350 28,090

Ｄ172 36,000 36,000 33,000 33,000 Ｄ172 38,800 38,800 33,270 28,090 Ｄ172 41,600 41,600 33,540 28,090 Ｄ172 44,400 44,400 33,810 28,090 Ｄ172 47,200 47,200 34,080 28,090 Ｄ172 50,000 50,000 34,350 28,090

（円） （円） （円） （円） （円） （円）

階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上 階層 0歳 1-2歳 3歳 4歳以上

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,000 10,000 7,000 7,000 10,900 10,900 7,900 7,900 11,800 11,800 8,800 8,800 12,700 12,700 9,700 9,700 13,600 13,600 10,600 10,600 14,500 14,500 11,500 11,500

15,000 15,000 12,000 12,000 15,300 15,300 12,300 12,300 15,600 15,600 12,600 12,600 15,900 15,900 12,900 12,900 16,200 16,200 13,200 13,200 16,500 16,500 13,500 13,500

C31 15,000 15,000 12,000 12,000 C31 15,300 15,300 12,700 12,700 C31 15,600 15,600 13,400 13,400 C31 15,900 15,900 14,100 14,100 C31 16,200 16,200 14,800 14,800 C31 16,500 16,500 15,500 15,500

（円） （円） （円） （円）

2,726,160

681,600
161,280
431,280

計 11,757,360 計 8,809,080 計 5,871,300 計

軽減額（年額）

301,440

595,440
555,120

1,249,620
755,400
933,840

年齢

4
5

軽減額（年額）

609,360

1,192,680
1,130,400

0

1
2
32,047,560

1,100,160
1,297,080

年齢

0

1
2
3
4
5

軽減額（年額）

905,640

1,787,760
1,670,880

1,730,160

年齢

0

1
2
3
4
5

3
4
5

軽減額（年額）

1,213,920

2,384,040
2,229,360
2,731,560
1,468,320

年齢

0

1
2

Ｂ

Ｃ01

Ｃ02

Ｃ03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D17

D14

D15

D16

Ｂ

Ｃ01

Ｃ02

Ｃ03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

Ｂ

Ｃ01

Ｃ02

Ｃ03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

Ｂ

Ｃ01

Ｃ02

Ｃ03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

Ｂ

Ｃ01

Ｃ02

Ｃ03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

B0

C11

C21C21

B0

C11

C21

B0

C11

C21

B0

C11

C21

B0

C11

C21

D17

D13

D14

D15

D16

Ｂ

Ｃ01

Ｃ02

Ｃ03

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D17

B0

C11

D13

D14

D15

D16



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○保育短時間の保育所保育料設定の考え方 
  国基準の考え方と同様、保育標準時間保育料の▲1.7％を設定することとしたい。 
 （本市の保育単価限度の根拠としている定員 171 人以上の保育所の公定価格における保育標準時間と保
育短時間の基本分単価の差額から、保育標準時間保育料の▲1.7％の額を設定したい） 

 
 
 
○特定地域型保育事業の保育料設定の考え方 
  国基準の考え方と同様、保育所保育料と同額を設定することとしたい。 
 （公定価格で比較したところ、保育所と特定地域型保育事業の公定価格は同程度であることから、国基
準と同様に、保育所の保育料と同額としたい） 

５ 特定地域型保育事業の保育料について 

４ 保育短時間の保育料について 

 
 
 
○幼稚園保育料の設定、調整 

  幼稚園保育料の設定に当たっては、国基準に基づき、本市の幼稚園保育料の状況、保育所保育料に

配慮し市が設定することになるが、これまで各幼稚園で独自に保育料を設定していたため、どのよう

な幼稚園保育料金表を設定した場合でも、各施設と以下のような調整が必要となる。 

 ・各幼稚園の保育料が、市で定めた保育料を上回る場合 

   市で定めた額を上回る保育料について、“上乗せ徴収”として対応するよう調整を図る 

 ・各幼稚園の保育料が、市で定めた保育料を下回る場合 

   今後、国が示す一定の経過措置の内容を踏まえ、調整を図る 

 

○本市の幼稚園保育料の考え方 

  国基準の階層は、これまでの幼稚園就園奨励費補助金を考慮した階層であり、本市においても国基

準の階層に基づき補助金を交付していたことから、これまで同様、国基準に合わせた階層を設定する。 

  保育料については、 

  ①低所得者層である２階層については、保育料を現在の幼稚園保育料から就園奨励費を差し引いた 

   額（実質の保護者負担額）とする。 

  ②３階層から４階層については、年収における既に確定した保育所保育料の比率と幼稚園保育料の 

   比率の差が２階層における差と同様となる保育料を設定する。 

    ただし、５階層については、保育所保育料が保育単価限度額のため、４階層と同額であること 

   から、５階層の保育料を４４，０００円（４階層保育料に３階層と４階層の差額を加算）とし計 

   算する。 

 

 

 
【新制度における幼稚園保育料料金表案】 

国階層 新制度 利用者負担 市階層 新制度 利用者負担 

１ 生活保護受給世帯   0円 １ 生活保護受給世帯   0円 

２ 
市民税非課税世帯 

（市民税所得割非課税世帯含む） 
9,100円 ２ 

市民税非課税世帯 

（市民税所得割非課税世帯含む） 
6,500円 

３ 市民税所得割 1円 ～ 77,100円 16,100円 ３ 市民税所得割 1円 ～ 77,100円 14,500円 

４ 
市民税所得割 

  77,101円 ～ 211,200円 
20,500円 ４ 

市民税所得割 

  77,101円 ～ 211,200円 
19,500円 

５ 
市民税所得割 

 211,201円以上 
25,700円 ５ 

市民税所得割 

 211,201円以上 
24,800円 

 

○幼稚園保育料の軽減項目 

  軽減項目については、現行の幼稚園就園奨励費における軽減と同様とする。 

  （市独自軽減としては、「第 3子軽減（すくすく子育て支援費）」と「みなし寡婦控除」の維持） 

 

○国の軽減項目と市独自軽減項目の相違点（階層区分、最高額、同時入所軽減、第３子軽減など） 

  ○現行の保育所軽減と幼稚園軽減の比較 ※色付は青森市独自 

保育所（再掲） 幼稚園 

軽減項目 
国徴収基準 市（青森地区） 国基準 市 

1 低所得者（母子・障がい世帯）軽減 ○ ○ ○ ○ 

2 同時入所軽減（２人入所の１人目） - ○30%引 - - 

3 同時入所軽減（２人入所の２人目） ○半額 ○半額 ○半額 ○半額 

4 同時入所軽減（３人入所の１人目） - ○無料 - - 

5 同時入所軽減（３人入所の２人目） ○半額 ○65%引 ○半額 ○半額 

6 同時入所軽減（３人入所の３人目） ○無料 ○無料 ○無料 ○無料 

7 同時入所軽減（４人以上入所１人目） - ○無料 - - 

8 同時入所軽減（４人以上入所２人目） ○半額 ○無料 ○半額 ○半額 

9 同時入所軽減（４人以上入所３人目以降） ○無料 ○無料 ○無料 ○無料 

10 第３子軽減 - ○ - 

○ 

（すくすく子

育て支援費） 

11 最高額の設定 104,000 円 50,000 円 25,700 円 24,800 円 

12 階層区分 8 階層 22 階層 5 階層 5 階層 

13 みなし寡婦控除 - ○ - ○ 

※幼稚園の低所得者軽減は平成 27年度から 

※幼稚園の同時入所軽減の範囲は、幼稚園年少から小学校 3 年生まで（現行の幼稚園就園奨励費と

同様） 

６ 幼稚園保育料について 


